
 

 

 

 

 

特別会員会費 年額一口 ５,０００円 
   ※一口以上のご加入をお願いいたします。 

※社会福祉協議会の会員会費は、寄附金として所得税法・法人税法の 

適用を受けることができます。 

 

特別会員にご加入いただくと・・・ 

☞地域福祉の推進に協力する企業や世帯であること 

を証する特別会員章（シール）を発行します。 

☞大和市社会福祉協議会のホームページに企業（個 

人・団体）名をご紹介し、併せて企業等のＵＲＬ 

にリンクを貼らせていただきます。 

☞年３回全戸配付している「やまと社協だより」 

の広告料が５％割引になります。 

☞「やまと社協だより」をお送りします（自治会内特別会員を除きます）。 

☞従業員の皆さまを対象とした福祉講座（車いす介助や視覚障がいの方の誘 

導法等）開催のお手伝いをします。                      

☞FM やまと「やまもり☆ホッとスクランブル」毎月第４水曜日朝９時～１０時 

の放送の中で、御社の PR を希望される場合は、下記までご相談ください。 

社会福祉法人 大和市社会福祉協議会 

〒242-0004 大和市鶴間一丁目２５番１５号 大和市役所第２分庁舎内 

☎ 046（260）5633   FAX 046（263）2446 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.yamato-shakyo.or.jp/ 
Ｅメール soumu@yamato-shakyo.or.jp 

 

 


